令和８年６月１９日

　各　位

岐阜市長　　柴橋　正直　
（公　印　省　略）


岐阜市斎苑空調設備改修工事に係る技術提案書の提出依頼について


標記工事の入札について、総合評価落札方式を適用するため、下記要領により技術提案書を作成し提出してください。

記

１　工事の概要
（１）工事名　　　　　岐阜市斎苑空調設備改修工事
（２）工事場所　　　　　岐阜市上加納山４７１７番地４
（３）工事内容　　　　　空調設備改修工事　一式
（４）工事完成期限　　　令和９年８月２７日
（５）余裕期間の有無　　有
（６）工事着手日　　　　令和８年９月２日
（７）資料　　	　　設計図書一式
（８）本工事は入札に際して施工計画等に関する技術提案書を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（チャレンジ型）を適用する。
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２　技術提案書の提出 
（１）提出方法
様式第１号（第６条関係）を電子入札システム又は紙方式で提出（代表者の押印は不要）すること。紙方式の場合、岐阜市行政部契約課請負係まで持参又は郵送すること。その際、様式第１号のコピーを１部添付すること。契約課で受領確認の受付印を押印後、ＦＡＸにて返信する。
　　　　技術提案書の提出がない場合、その者のした入札は無効とする。
（２）提出期間
令和８年６月１９日（金）から令和８年７月１日（水）まで
ただし、岐阜市の休日を定める条例（平成元年岐阜市条例第45号）に規定する本市の休日（以下「休日」という。）を除く。受付時間は９時から１７時まで。ただし、正午から１３時までは除く。
（３）次のア及びイに掲げる者は、当該ア及びイに通知された日から起算して３日以内に技術提案書内容確認申告書（様式第５号（第１０条関係））及び技術提案書の内容を確認できる書類（以下「技術確認書類」という。）を持参、郵送（ホッチキス等で綴じること）又はオンライン提出フォームにより提出すること。
　　【オンライン提出フォーム】
　　　https://www.city.gifu.lg.jp/business/nyuusatsu/1005593/1012081/index.html
ア　岐阜市建設工事総合評価落札方式実施要領第１０条第２項の規定により、くじを引く者
イ　落札候補者（アに該当した落札候補者を除く。）
（４）郵送方法
　　　　別紙「入札（見積）書類の提出等について」のとおり、提出期限の前開庁日の
１６時までに到着するよう郵送すること。

３　技術提案書作成時の注意点
作成する技術提案書の評価内容は、「４　総合評価に関する事項」のとおりとし、次の事項に留意して作成すること。
・技術提案書提出時に配置予定技術者が特定できない場合、資格等の要件を満たす複数の候補者のうち評価が最も低いもので評価する。
※実際の施工にあたって技術提案書に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
・直近１か年度とは令和７年度を指し、直近２か年度とは令和６年度から令和７年度までを指し、直近３か年度とは令和５年度から令和７年度までを指し、直近５か年度とは令和３年度から令和７年度まで（※工事成績評定点においては、令和２年度から令和６年度）を指し、直近１０か年度とは平成２８年度から令和７年度までを指す。
・技術提案書にチェックがないなど明確に判断できない項目は、最も低い評価とする。

４　総合評価に関する事項 
（１）技術的能力の評価基準等
次表の審査項目及び評価基準に基づく審査を行い、標準点に加点する。
ア
	審査項目
	評価項目及び留意事項
	評　価　基　準
	配点
	得点

	施工能力

	[安全対策]
■ 評価項目
労働安全衛生分野表彰歴及び工事事故等による資格停止措置の有無
■ 留意事項
〇「労働安全衛生分野表彰歴」は以下のとおりとする。
・安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・岐阜労働局長表彰
・厚生労働省労働基準局長が行う建設事業無災害表彰（岐阜県内工事に限る。）
・厚生労働省労働基準局長が発行した無災害記録証

〇安全衛生に係る功労者に対する厚生労働大臣表彰・岐阜労働局長表彰については、被表彰者が、入札参加者の現役の社員である場合に該当

＜技術確認書類＞
・労働安全衛生分野表彰歴を証明できる書類（表彰状の写し等）
・安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・岐阜労働局長表彰については、被表彰者と入札参加者の関係が確認できる資料
	過去に労働安全衛生分野表彰歴があり、かつ、入札公告日の属する年度及び直近３か年度以内に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置なし
	2
	/2

	
	
	過去に労働安全衛生分野表彰歴なし、かつ、入札公告日の属する年度及び直近３か年度以内に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置なし、若しくは過去に労働安全衛生分野表彰歴があり、かつ、入札公告日の属する年度及び直近３か年度以内に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置あり
	0
	

	
	
	過去に労働安全衛生分野表彰歴なし、かつ、入札公告日の属する年度及び直近３か年度以内に岐阜市からの工事事故等による資格停止措置あり
	-2
	



イ
	審査項目
	評価項目及び留意事項
	評　価　基　準
	配点
	得点

	企業能力
	[工事成績評定点]
■ 評価項目
工事成績評定点の平均点
※実績のない年度は６５点とする。（岐阜市（上下水道事業部及び市民病院含む。）発注、管工事に限る。）
■ 留意事項
〇直近５か年度以内に完成引き渡しの済んだ岐阜市発注の管工事にかかる工事成績評定点の平均を算出すること。
〇受注形態が特定建設工事共同企業体である場合の工事成績評定点は、代表構成員又は構成員として受注したものを対象とする。

＜技術確認書類＞
・様式第６号に該当する全ての工事成績評定点を記載し、記載した順番に工事成績評定結果通知書の写しを添付すること。
	平均点が７５点以上
	2
	/2

	
	
	平均点が７３点以上７５点未満
	1
	

	
	
	平均点が６５点以上７３点未満又は実績なし
	0
	

	
	
	平均点が６５点未満
	-2
	

	
	[岐阜市優良建設工事業者表彰歴]
■ 評価項目
岐阜市優良建設工事業者表彰歴の有無（管工事部門に限る。)

＜技術確認書類＞
・直近５か年度以内の岐阜市優良建設工事業者表彰歴（管工事部門に限る。）の写し
	表彰歴２回以上
	1
	/1

	
	
	表彰歴１回
	0.5
	

	
	
	表彰歴なし
	0
	


















ウ
	審査項目
	評価項目及び留意事項
	評　価　基　準
	配点
	得点

	配置予定技術者の能力
	[技術者の保有資格]
■ 評価項目
配置予定技術者が保有する資格等

＜技術確認書類＞
・配置予定技術者が保有する資格を確認できる書類

	１級管工事施工管理技士
	1
	/1

	
	
	２級管工事施工管理技士
	0.5
	

	
	
	
上記以外

	0
	

	
	[若手・女性技術者の育成・確保] 
■ 評価項目
公告日時点で４０歳未満の技術者又は女性技術者の配置の有無及び継続的雇用の有無

＜技術確認書類＞
・該当者が従業員であることを証明できる書類の写し
・該当者の継続雇用が確認できる書類の写し
・該当者が女性技術者の場合は、性別が確認できる書類（パスポート等）の写し

	３年以上継続雇用している、４０歳未満の技術者又は女性技術者を主任（監理）技術者として配置する
	2
	/2

	
	
	４０歳未満の技術者又は女性技術者を主任（監理）技術者として配置する
	1
	

	
	
	上記以外
	0
	



エ	
	審査項目
	評価項目及び記載事項
	評　価　基　準
	配点
	得点

	地域要件
	[市内業者への下請率]
■ 評価項目
請負金額に占める市内業者の施工金額の割合
■ 留意事項
〇本工事の元請業者及び下請業者の施工金額について市内業者への下請率を算出する。
〇下請率の算出方法は別紙「市内業者への下請率の考え方について」参照
〇市内業者とは、岐阜市内に本店を有する企業を示す。
〇実際の施工にあたって、下請の変更があった場合、記載した市内業者の下請率を下回らないこと。
〇申告した下請率が不履行の場合、入札参加資格停止・工事成績評定点の減点を行う場合がある。

＜技術確認書類＞
・様式第８号の該当する項目に〇をつけること。割合は、請負予定金額に占める市内業者の施工予定金額の割合とする。
	請負金額に占める市内業者の施工金額の割合が９０％以上
	2
	/2

	
	
	請負金額に占める市内業者の施工金額の割合が５０％以上９０％未満
	1
	

	
	
	請負金額に占める市内業者の施工金額の割合が５０％未満
	0
	

	
	[災害協定参加等]
■ 評価項目
災害協定への参加や同等の活動実績の有無
■ 留意事項
〇岐阜市と災害時の応急対策に関する協定を締結している団体への加入の有無、直近１０か年度以内での市内における同等の活動実績の有無及び岐阜市内の地元自治会等との協定締結の有無により判断する。

＜技術確認書類＞
・岐阜市との災害時応援協力に関する協定への参加が確認できる書類
・協定へ参加している各協会等からの証明書
・「直近１０か年度以内での市内における同等の活動実績」の場合、その活動内容が確認できる書類
・岐阜市内の自治会等との協定書の写し
	岐阜市との協定を締結している団体の会員、又は直近１０か年度以内での市内における同等の活動実績あり
	2
	/2

	
	
	岐阜市内の自治会等との協定を締結している
	1
	

	
	
	上記以外
	0
	

	
	[ボランティア活動]
■ 評価項目
直近１か年度以内の社会貢献活動実績の有無
■ 留意事項
〇判断基準
　　「ボランティア活動」の評価は、入札参加者が企業として実施した岐阜市内における社会貢献活動（建設業協会など団体の構成員としての活動、町内会等の要請に基づき行った活動や地域住民等との協働活動を含む。）を対象とする。
ただし、有償の活動、社員等が個人的に参加した活動、岐阜市以外で行った活動、又は災害協定参加等の評価項目において加点される活動は対象としない。
　　「活動」とは、対象期間において実施した1回以上の活動を実績として評価する。なお、同一箇所において同様の活動を複数回行った場合でも、１回の活動とみなす。
〇ボランティア活動
　　ボランティアとは、一般的に「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」をいい、本評価項目では、「報酬を目的としないで、自分（企業）の労力、技術、時間を提供して地域社会等のために行った社会貢献活動」を評価する。
ボランティア活動は、固定概念がなく多様な分野での様々な活動が考えられるため、前述の判断基準に該当する活動であれば評価する。
例えば、
・公共空間、文化財等の美化活動（道路、河川及び公園等の清掃、除草など（岐阜市アダプト・プログラムの活動、ぎふ・ロード・プレーヤー事業に基づく活動を含む。））
・自然、環境保護に関する活動（環境保全活動、環境学習活動など）
・保健、衛生に関する活動（献血活動の普及、啓発及び協力活動など）
・交通安全、防犯に関する活動（防犯パトロール活動、交通安全啓発活動など）
・青少年の健全育成に関する活動（職場体験学習、建設業のPR活動など）
・まちづくり、まちおこしに関する活動（公的イベントのサポート活動、など）
・その他、公共の福祉に関する活動
などが考えられる。

＜技術確認書類＞
・入札参加者が企業として当該活動に参加したことが確認できる資料（主催団体が発行する活動実績証明書、表彰状、感謝状等の写し又は新聞記事若しくは活動状況写真など）
	２つ以上の活動実績あり
	1.5
	/1.5

	
	
	１つの活動実績あり
	1
	

	
	
	上記の活動実績なし
	0
	

	
	[ワークダイバーシティの取組状況]
■ 評価項目
「ぎふし共育・女性活躍企業」の認定の有無及び「岐阜市ワークダイバーシティ賛同企業公表制度」の参加状況。
■ 留意事項
〇公告日時点で有効期間内であること。

＜技術確認書類＞
・ぎふし共育・女性活躍企業の認定証の写し
・岐阜市ワークダイバーシティ賛同企業公表制度の決定通知書の写し

	「ぎふし共育・女性活躍企業」の認定あり、かつ、「岐阜市ワークダイバーシティ賛同企業」の参加あり
	1
	/1

	
	
	「ぎふし共育・女性活躍企業」の認定あり又は「岐阜市ワークダイバーシティ賛同企業」の参加あり
	0.5
	

	
	
	上記以外
	0
	

	
	[岐阜市消防団・水防団への協力状況]
（１）常勤雇用の従業員に対する団員数
■ 評価項目
社内規定で団活動に対して協力する旨の明記の有無、かつ、常勤雇用の従業員数に応じた団員数の確保。
■ 留意事項
〇常勤雇用の従業員数とは、本店として登録されている所在地を管轄する年金事務所に、直近の７月１日の状況で提出した「報酬月額算定基礎届」等に記載した人数とする。

＜技術確認書類＞
・団活動に協力する社内規定の該当箇所の写
　し
・直近の７月１日の状況で年金事務所に提出した「被保険者報酬月額算定基礎届」、「電子媒体届書総括表」又は「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等の写し
・消防団員、水防団員を確認できる書類
・該当者が従業員であることを証明できる書類の写し
	社内規定で団活動に対して協力する旨の明記があり、かつ、常勤雇用の従業員数に応じた団員(下記)を確保している
・常勤雇用の従業員数19人以下の場合
消防団員又は
水防団員が1名以上
・常勤雇用の従業員数20～49人以下の場合
消防団員又は
水防団員が3名以上
・常勤雇用の従業員数50人以上の場合
消防団員又は
水防団員が6名以上
	1
	/1

	
	
	社内規定で団活動に対して協力する旨の明記があり、かつ、常勤雇用の従業員数に応じた団員（下記）を確保している
・常勤雇用の従業員数19人以下の場合
消防団員なし
水防団員なし
・常勤雇用の従業員数20～49人以下の場合
消防団員又は
水防団員が1名以上
・常勤雇用の従業員数50人以上の場合
消防団員又は
水防団員が3名以上
	0.5
	

	
	
	上記以外
	0
	

	
	（２）岐阜市消防団協力事業所認定
■ 評価項目
岐阜市消防団協力事業所認定の有無
■ 留意事項
〇公告日時点で有効期間内であること。

＜技術確認書類＞
・消防団協力事業所表示制度認定証明書の写し
	認定あり
	0.5
	/0.5

	
	
	認定なし
	0
	

	
	[交通渋滞対策の推進]
■ 評価項目
みちみちすいすいプロジェクト賛同登録団体への登録及び時差出勤又は在宅勤務制度の有無。
■ 留意事項
〇公告日時点でみちみちすいすいプロジェクト賛同登録団体への登録があり、かつ、時差出勤又は在宅勤務制度について社内規定又は就業規則等に規定されていること。

＜技術確認書類＞
・時差出勤又は在宅勤務制度にかかる社内規定又は就業規則等
	みちみちすいすいプロジェクト賛同登録団体への登録あり、かつ、時差出勤又は在宅勤務制度あり
	1
	/1

	
	
	上記以外
	0
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（２）総合評価及び入札の評価方法
①　評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点（１００点）を与え、さらに技術提案書の内容に応じ、加算点を与える。
②　総合評価は、標準点と（１）「技術的能力の評価基準等」によって得られる加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値をもって行う。 
（３）落札者の決定方法 
①　入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次のア、イの要件に該当する者のうち（２）「総合評価及び入札の評価方法」によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を候補者として、（４）の確認ののち落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときはア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ　評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。
②　①において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
（４）加算点の確認
　　　技術提案書の加算点については、（３）①で評価値の最も高い者（落札候補者）のみ、期限内に提出された技術確認書類により確認する。
　　　技術確認書類により、技術提案書に記載された内容が確認できない又は誤っている場合は、技術提案書の評価を上限として技術確認書類で確認できる範囲で評価を行い、加算点及び評価値の訂正を行う。
　　　評価値訂正の結果、評価値の最も高い者が変わる場合は、新たに評価値が最も高くなった者に技術確認書類を提出させ、加算点の確認を行う。
（５）技術確認書類の提出
　　①　技術確認書類は、技術提案書内容確認申告書の評価項目順に添付すること。また、提出部数は１部とする。
　　②　技術確認書類の差し替えは、誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を含め３日（休日を含まない）以内とする。
（６）評価内容の担保
①　技術提案書に記載されたすべての内容について、履行状況の検査を行う。
②　市内業者への下請率については、最終請負金額を元に、別紙「市内業者への下請率の考え方について」に基づき、確認を行う。
上記①の内容が、受注者の責めにより入札時の評価内容が満足できない場合、又は上記②の内容が、評価基準を下回る場合は、工事成績評定を３点減ずる。さらに、技術提案書に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合は８（３）等の扱いとする。

５　契約変更の取扱い 
契約締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。

６　苦情申立て 
（１）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、市長に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
（２）（１）の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。

７　再苦情申立て 
（１）６（２）非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれの説明に係る書面を受け取った日から７日（休日を含まない。）以内に書面により、市長に対して再苦情を申し立てることができる。再苦情申立てについては岐阜市入札監視委員会が審議を行う。
（２）再苦情申立ての受付窓口及び受付時間
①　受付窓口　：　岐阜市役所行政部契約課　審査係
〒５００－８７０１　岐阜市司町４０番地１
TEL ０５８－２１４－２９５１
②　受付期間　：　休日を除く９時から１７時まで。ただし、正午から１３時までは除く。 

８　実施上の留意事項 
（１）技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
（２）提出された技術提案書は、技術審査以外に提出者に無断で使用することはない。
（３）技術提案書に虚偽の記載をした者及び開札後辞退した者は、岐阜市競争入札参加資格停止措置要領（昭和62年3月27日決裁）に基づく資格停止措置を行うことがある。
また、資料に虚偽の記載をした者による入札及び説明事項、岐阜市競争入札心得（平成10年10月1日決裁）において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
（４）提出された技術提案書の差し替えは、誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を含め３日（休日を含まない。）以内とする。
（５）提出された技術提案書は、返却しない。
（６）本要請資料は技術提案書作成以外の目的で使用してはならない。
 

